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第１章 はじめに －本マニュアル作成の背景－

１. 地域生活への移行に関する国の施策の動向

厚生労働省は、障害者の権利尊重し、より質の高いサービス提供すること目的として、平成

年月に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」策定しまし。このガイド

ラインは、日常生活や社会生活において障害者の意思が適切に反映さ生活が送るよう、障害福

祉サービスの提供に関わる支援者等が必要な対応実施するめに必要な支援の方法や考え方にお

ける指針示しています。

その後、厚生労働科学研究において「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」

の理解や活用に関する研修カリキュラムが開発さ、令和年度かは都道府県が実施する相談支援

従事者研修やサービス管理責任者等研修等のメニューの一つとして実施さています。

さに、令和年度障害福祉サービス等報酬改定は、すべての入所者に対して地域生活への移行

に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じサー

ビス利用になるようにしなけばなないことが入所施設の一般原則に規定さるとともに、地域移

行等意向確認担当者の選任や、地域移行等意向確認等に関する指針の作成が規定さ、令和年度か

は義務化さることが決定しまし。こにより、入所者の希望に沿っ地域生活への移行に向け

支援体制だけなく、入所者の意向に沿っサービス提供の支援体制が一層強化さることが期待さ

ています。

こまわが国は、入所施設整備することにより、障害のある方が安心して暮せる体制整備

行ってきまし。こうし施設は、家族と一緒に暮すことが難しい障害者受け入るなど、障害

者の人権や生活守るめに大切な役割担ってきまし。

近年、すべての障害者が自の望む暮し実現することがきるよう、とえ重い障害があって

も地域自立し日常生活や社会生活送るめの支援が強化さてきており、国の「障害福祉サー

ビス等及び障害児通所支援等の円滑な実施確保するめの基本的な指針」においても、すべての施

設入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や必要とする支援含

めて把握し、適切に意思決定支援行いつつ確認すること等や、施設入所者の地域生活への移行とし

て、地域生活へ移行し人の数や入所者数の削減数についての成果目標が提示さています。

本章は、こうし国の動向に伴って現在各施設対応が必要とさている内容や、本マニュアル

作成の背景と目的について示します。

令和年度から義務化される地域移行等意向確認等の具体的な内容

① 地域移行等意向確認等に関する指針の作成

施設として、入所者への意向確認の手順や方法明確に示し指針作成し、支援者が一貫し支

援提供きるようにすることが求めています。

② 地域移行等意向確認担当者の選任

入所者の地域生活への移行や入所している施設外の障害福祉サービスの利用等についての意向確

認定期的に行う担当者（地域移行等意向確認担当者）選任することが求めます。担当者は、入

所者一人ひとりのニーズ把握し、必要に応じて、地域生活支援拠点等や相談支援事業所などと連携し

なが適切な支援する役割担います。

③ 意向確認の実施と個別支援計画への反映

地域移行等意向確認担当者は、すべての入所者に対して、現在の障害福祉サービス等の利用状況

把握しり、地域生活への移行や施設外の日中活動系サービスの利用に関する意向等について定期的

に確認しりして、その内容個別支援計画の作成に係る会議に報告しなけばなりません。

こうしてサービス管理責任者と協力し、入所者の意向反映し個別支援計画作成することが求

めます。
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ま、地域移行進めるめ、地域生活のイメージ形成するめの動機づけ支援としてグループ

ホームの見学や食事利用等行うこと等評価するめの加算も創設さまし。こうし加算う

まく活用しなが入所者の意向踏まえ暮しの実現目指していきましょう。

２. 社会保障審議会障害者部会等における議論の動向

近年、社会保障審議会障害者部会等における議論は、障害者の自立支援と社会参加促進するめ

の多岐にわるテーマに焦点当てており、障害者の地域移行支援の強化や意思決定支援の充実に

ついても議論が進めてきまし。

地域移行支援の強化については、障害者が施設か地域社会へ円滑に移行きるよう、具体的な支

援策の整備が進めており、地域の生活希望する入所者に対して、施設外のグループホーム等

の見学や体験機会の提供等、地域移行の実現に向け具体的な取組が求めています。

ま、意思決定支援の充実については、障害者の自己決定尊重し質の高い支援提供するめの

重要なテーマとして位置づけており、障害者が自の意思表明し、その意思に基づいて生活

選択きる環境整えるめの支援方法が議論さています。特に、意思の表出が困難な場合も、

広域的支援人材と連携しり、支援方法工夫すること適切に意思汲み取ることがきるような

体制整備することが期待さています。

この議論通じて、障害者が地域社会自立し生活送るめの基盤づくりが進めてお

り、今後も引き続き多様な視点かの議論と施策の実施が求めます。

３. 国連障害者権利委員会による勧告

令和年、国連の障害者権利委員会は、日本政府に対して、日本の障害者の権利状況改善する

めの具体的な措置求める勧告出しまし。

この勧告は障害者の地域移行についても述べており、障害者がより自立し生活地域社会

送ることがきるよう、施設に依存する現状改善し、地域移行促進するめの具体的な措置

講じるよう求めています。

自立した生活及び地域社会への包容（障害者権利条約第１条）

▼41.委員会は、以下懸念もって注目する。

(a) 知的障害者、精神障害者、障害のある高齢者、身体障害者及びより多くの支援必要とする障害者、

特に地域社会の外にある施設生活する障害者、並びに、家族及び地域生活奪う様々な種類の施

設における、障害のある児童の中、特に、知的障害、精神障害もしくは感覚障害のある児童及び児

童福祉法通じ、より多くの支援必要とする児童の施設入所の永続。

(b) 公的及び民間の精神科病院における精神障害者及び認知症有する者の施設入所の推進。特に、精

神障害者の期限の定めのない入院の継続。

(c) 保護者の下、実家生活している者、障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するめの

法律の下グループホームのような特定の施設形態に置かる者も含め、障害者が居住地及びどこ

誰と生活するか選択する機会が限定的あること。

(d) 居住施設や精神科病院にいる障害者の脱施設化及び他の者との平等基礎とし、障害者の地域社会

の自立し生活のめの、自律と完全な社会的包容の権利の認識不足含む国家戦略及び法的枠

組みの欠如。

(e) 利用しやすく負担しやすい費用の住居、在宅サービス、個別の支援及び地域社会におけるサービス

利用する機会含む、障害者が地域社会自立し生活送るめの支援の整備が不十分あるこ

と。

(f) 障害の医学モデルに基づく地域社会における支援及びサービスの供与に関する評価形態。
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４. 本マニュアル作成の目的

以上のような動向踏まえ、本マニュアルは、すべての施設入所者に対する日常生活や社会生

活についての意向確認が行わること、その人が希望する生活実現きるようにするめ、「障害

福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」基に、入所者の意向確認に必要な手順やポ

イント具体的な事例交えなが紹介していきます。

入所者の支援行うみなさまに本マニュアル参考にしていだき、より多くの施設入所者への

日常生活や社会生活についての意向確認が行わ、一人ひとりの希望する暮しの実現に寄与きま

し幸いす。

▼42.自立し生活及び地域社会への包容に関する一般的意見第 5号（2017年）及び脱施設化に関

する指針（2022年）に関連して、委員会は締約国に以下要請する。

(a) 障害者居住施設に入居させるめの予算の割当、他の者との平等基礎として、障害者が地域

社会自立して生活するめの整備や支援に再配分することにより、障害のある児童含む障害者

の施設入所終わせるめに迅速な措置とること。

(b) 地域社会における精神保健支援とともにあゆる期限の定めのない入院終わせるめ、精神科

病院に入院している精神障害者の全ての事例見直し、事情知さ上の同意確保し、自

立し生活促進すること。

(c) 障害者が居住地及びどこ誰と地域社会において生活するか選択する機会確保し、グループホ

ーム含む特定の生活施設生活する義務負わず、障害者が自分の生活について選択及び管理

すること可能にすること。

(d) 障害者の自律と完全な社会包容の権利の承認、及び都道府県がその実施確保する義務含め、

障害者の施設か他の者との平等基礎とし地域社会の自立し生活への効果的な移行目

的として、障害者団体と協議しつつ、期限のある基準、人的・技術的資源及び財源伴う法的枠組み

及び国家戦略に着手すること。

(e) 独立し、利用しやすく負担しやすい費用の、いかなる集合住宅の種類にも含まない住居、個別の支

援、利用者主導の予算及び地域社会におけるサービス利用する機会含む、障害者の地域社会

自立して生活するめの支援の整備強化すること。

(f) 障害者にとっての社会における障壁の評価及び障害者の社会参加及び包容のめの支援の評価

含む、障害の人権モデルに基づい、地域社会における支援及びサービス提供確保するめ、既

存の評価形態見直すこと。

障害者の権利に関する委員会 第 27会期 日本の第回政府報告に関する総括所見（外務省 仮訳 抜粋）
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第２章 本マニュアルの基本理念

１. 意向確認の基本的な原則

まず、本人の意向確認する上の基本的原則について説明します。意向確認は、地域移行等の実

現に限ず、本人の意思や希望理解する良い機会す。一人ひとりの希望に寄り添っ支援実現

きるように取り組んいきましょう。

● 本人の自己決定の尊重

意向確認は、本人の障害の状態や現状か周りが判断するのはなく、自己決定の尊重及び意思決

定の支援に配慮して行うことが原則す。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解

きるよう工夫して行うことが重要す。ま、幅広い選択肢か選ぶことが難しい場合は、選択肢

絞っ中か選べるようにしり、絵や写真が示さカード手がかりに選べるようにしりするな

ど、本人の意思確認がきるようなあゆる工夫行い、本人が安心して自信持ち自由に意思表示

きるよう支援することが必要す。

● 本人の選択の尊重

本人の意向がとえ周りの支援者の価値観は不合理あるいはリスクが高いと思わるものも、

他者の権利侵害しないのあば、その選択尊重するよう努める姿勢等も求めます。

ま、本人が意思決定し結果、本人に不利益が及ぶことが考える場合は、意思決定し結果に

ついては最大限尊重しつつも、そに対して生ずるリスクについて、どのようなことが予測きるか考

え、対応について検討しておくことが必要す。例えば、疾病による食事制限があるのに制限さてい

るものが食べい、生活費がなくなるのも構わず大きな買い物がしい、一人外出することは困難

と思わるが一人外出がしい、現時点は地域生活支えるサービス等が整備さていないが、

早期に入所施設か出い意向が明確ある等の場合が考えます。

こうしケースは、食事制限さている食べ物はどぐいな食べても疾病に影響がないのか、

あるいは疾病に影響がない同種の食べ物が用意きないか、お金積み立ててか大きな買い物

することがきないか、外出の練習してか出かけ、さに危険が予測さる場合は後ろか離

て見守ること対応することがきないか、自治体や地域の関係機関と協力して地域資源創出する

よう働きかけがきないか等、様々な工夫考えてみましょう。

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」においては、障害者支援施設に

限ずあゆる障害福祉サービスの利用に係る障害者ご本人への意思決定支援について示さ

ているところす。そこ、本マニュアルにおいては、障害者支援施設への入所直後や入所中の

方への意向確認という部分に焦点当て、具体的な流や方法についてお示しします。

本章は、まず本マニュアルの基本理念について説明します。

＜本マニュアルの対象とする範囲（赤破線部分）

本マニュアルの対象とする範囲
＜地域移行等の意向確認が必要な場面と主な確認内容＞

意思決定支援ガイドライン

家庭等での生活

•短期入所等の活用の検
討、見学

•施設入所やグループホー
ム入居の検討、見学

施設入所直後

•入所に至る経緯の確認
•解決したい課題や、生活
に関する意向の確認

入所中

•日常の意思決定の積み重ね
•地域移行等の意向について
定期的に確認

•グループホームの体験等、
地域移行も見据えた支援

地域移行後

•関係機関と連携し定着支援
•地域生活をする上での課
題や今後の生活に関する
意向の確認
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● 本人の自己決定や意思確認が困難な場合

本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人よく知る関係者が集まって、本人の

日常生活の場面や事業者のサービス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に

加え、こまの生活史、人間関係等様々な情報把握し、根拠明確にしなが本人の意思及び選

考推定します。

本人のこまの生活史家族関係も含めて理解することは、職員が本人の意思推定するめ手

がかりとなりますが、客観的な事実より周りの支援者の価値観や思い優先しり、現状維持が最善

と決めつけりしないよう、十分注意しましょう。

２. 意向確認が必要な場面

意向確認は、次のような場面必要とさることが考えます。なお、第章個別の意向確認のス

テップ（P.17）も詳しく説明しています。

● 日常生活における場面

日常生活における意向確認の場面としては、例えば、食事、衣服の選択、外出、排せつ、整容、入浴等

基本的生活習慣に関する場面の他、複数用意さ余暇活動プログラムへの参加選ぶ等の様々な

場面が考えます。本人の生活にかかわる支援者が日頃か行っている直接支援の全てに意向確認

の要素が含まています。

日常生活における場面意向確認継続的に行うことにより、自分の意思が尊重さ生活体験

積み重ねることになり、本人が自の意思他者に伝えようとする意欲育てることにもつながりま

す。そのめ、日常生活における様々な場面継続的に意向確認行うことが重要す。

● 社会生活における場面

障害者総合支援法の基本理念には、全ての障害者が「どこ誰と生活するか」についての選択の機

会が確保さ、地域社会において他の人々と共生すること妨げない旨が定めています。こ

のことか、自宅かグループホームや入所施設等に住まいの場移す場面や、逆に入所施設かグ

ループホームに住まい替えり、グループホームの生活か一人暮し始めりする場面等が、意

向確認の重要な場面として考えています。

３. 地域移行とは

「地域移行」とは、障害者一人ひとりが市民として、自ら選んだ地域や住まいで安心して自分らしい

暮らしを実現すること意味します。そのめ、様々な暮しの場の見学や体験の機会設けること

本人の望む暮しの選択肢広げ、的確にその意思把握することがとても重要す。こうし地域移

行進めるめのステップは、本マニュアル第章詳しく解説しています。

地域移行の目的は、個々のニーズや希望に応じ生活の質の向上図ることす。具体的には、地

域の住まいや日常生活支えるめのサービスの提供、就労支援、社会参加の機会の確保などが含

まます。こうし地域移行進めるめには、地域社会全体の理解と協力が重要す。地域生活支

えるのに必要なサービス等が整備さていない状況の改善、一つの法人や事業所のみ取り組むこ

とには限界があるめ、本人の意向確認経て明確化し地域生活支援の必要性（自立支援）協議

会等取り上げるような働きかけも大切す。

なお、本マニュアル示す「地域移行等」には、グループホームやアパート等の一人暮しに住まい

移すことに加え、住まいの場は障害者支援施設としつつ、日中活動敷地外や別法人による新しい

場所に変えるといっ日常生活や社会生活に関する意向実現することも含まます。様々な場面

の意向の確認想像しなが読み進めてみてください。
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４. 地域移行等の意向確認の必要性

地域移行等進めるには本人の意向的確に把握する必要があります。しかしなが、長い間施設

暮している人の中には、集団生活が当り前になっており、自分の意思持っりそ表出し

りする機会が少ない人も多くいます。その場合には、日頃の生活の中も複数の選択肢か選ぶよう

な機会作っり、時には施設の外に出かける機会作っりして、本人が意思持ってそ表出

するという体験・経験積むことがきる環境が不可欠す。

ま、入所してしばく経ち施設の暮しが安定している場合、この暮しずっと続けることも

意向の一つにはなりますが、そが本当に本人や家族の唯一の意向あると決めつけないことも大切

す。実際の事例も、はじめは施設の生活に慣ることが目標だっものの、地域生活の見学や

体験通して本人の意向が変わっていき、グループホームの暮し目指し支援に移り変わって

いっというケースが多くあります。地域移行への本人の意向確認する際には、様々な選択肢提

示し、体験・経験し上の意向かどうか、十分に確認するようにしましょう。

５. 支援者に必要な心構え

地域移行や日中活動等についての意向確認するに当っては、以下の点念頭に置きなが支

援進めていきましょう。

● 意向は変化するものである

人は誰しも、置か環境や起こっ出来事、時間の経過等の様々な要因か、気持ちが変わって

いくことがあります。施設に入っばかりの頃は、施設の生活に慣ることが一番の目標かもしま

せんが、だんだんと生活に慣ていっり、様々な人と関わっり、色々な体験すること、そま

にはなかっ新しい生活や活動への意向が生まてくるかもしません。

ま、本人だけなく、家族や支援者、行政の担当者等の人の考えも次第に変わっていくかもしま

せん。本マニュアルの.家族との連携（P.23）も示していますが、はじめのうちはグループホームへ

の移行に反対してい家族が、体験利用の様子知っり、家族自身もグループホームの見学に行っ

りしこと気持ちが度変わっケースもあります。本人だけなく、周りの人も含め、だんだ

んと気持ちや考えが変わっていくかもしないということ念頭に置くようにしましょう。

なお、丁寧に本人の意向確認し結果、「いまの生活継続させい」という気持ちがみえてくる

こともあるかもしません。こうし気持ちも本人の意向の一つとして尊重するとともに、その意向が

変わる可能性念頭に置き、一定期間が経っま意向確認してみるようにしましょう。

● 様々な可能性に目を向け、断定的に判断しない

日頃の支援は、食事の準備や掃除、洗濯等の家事は入所者が行わない場合もあるなど、入所者に

よっては職員がその人の地域の暮し想像することが難しい場合があります。しかし、地域の様々

な資源活用して様々な体験すること、地域暮すイメージが膨み、入所者の選択肢が広が

るかもしません。

実際に施設かグループホームに移行し方のなかには、施設は食事の準備や掃除、洗濯等の家

事等は一切していなかっにもかかわず、グループホームは自分洗濯することがきるよう

になっていて、そ聞い施設の職員の方が驚いという事例もありまし。施設の生活の中も

まに家事に挑戦する機会作ってみるなど地域生活意識し場面作ってみること、本人の新

な興味・関心がみえてくるかもしません。

● 意向確認や地域移行等の支援はチームで行う

日頃の支援は、職員ごとに担当が分かていることも多いかもしません。毎日同じ入所者と関

わって、自分が担当あること意識しすぎてしまうと、一人その人への支援完結しなけばな
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ないと思ってしまうことがあります。入所者への支援は、皆協力して行うものあり、入所している

施設の職員だけなく施設の外の関係者も一緒になって考えていくものす。次の第章は、支援

に際し関わることのある関係機関示していますの、ぜひ読んみてください。



8

第３章 意向確認に必要な体制の整備

１. 基準に沿った準備

（１） 地域移行等意向確認担当者の選任

令和年度か努力義務化、令和年度か義務化さる＜地域移行等意向確認担当者の選任等＞

について、国の基準は次のように記載さています。

本章は、地域移行等に関する意向確認進めるめの土台として必要な体制整備につい

て、次のステップに沿って説明します。前章の関係機関とも連携しなが体制整え、入所者の

意向確認進めていきましょう。

モニタリングと
計画の見直し

意向確認のめの
会議の開催

事前打合せ・
情報の整理

支援チームの
組成

環境整備
地域移行等意向
確認担当者の選任

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第二十四条の三 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該

指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害

者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において

「地域移行等意向確認等」という。）適切に行うめ、地域移行等意向確認等に関する指針定めるとともに、

地域移行等意向確認担当者選任しなけばなない。

 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等実施し、アセスメントの際

に地域移行等意向確認等において把握又は確認し内容サービス管理責任者に報告するとともに、当該内容

第二十三条第六項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなけばなない。

 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当っては、法第七十七条第三項各号に掲げる

事業行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業行う者と連携し、地域における障害福祉サー

ビスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向け支援行うよう努めなけばなない。

障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するめの法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十二号）

(20) 地域移行等意向確認担当者の選任等(基準第 24条の)

① 地域移行等意向確認等について

地域移行等意向確認等については、地域移行等意向確認担当者が中心となって、少なくとも 6 月に 1 回以上

は行うことが望ましい。

② 地域移行等意向確認担当者について

地域移行等意向確認担当者は、利用者の解決すべき課題把握し上、施設障害福祉サービス計画の作成

及び提供しサービスの客観的な評価等行う役割担うサービス管理責任者、又は地域における相談支援体

制や障害福祉サービス提供体制等について知識有する者選任することが望ましい。

③ 地域移行等意向確認等に関する指針について

地域移行等意向確認等に関する指針については、以下の内容定めることが望ましい。なお、令和 6年度中に

指針の策定に係るマニュアル作成予定ある。

ア 地域移行等意向確認等の時期

イ 地域移行等意向確認担当者の選任方法

ウ 地域移行等意向確認等の実施方法及び実施体制

エ 地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向け支援

の内容

オ 地域の連携機関

④ 地域移行等意向確認担当者の選任等については、障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するめ

の法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正する省令（令和年

厚生労働省令第 17号）附則第条第項において、年間の経過措置設けており、令和年月 31日まの

間は、努力義務とさている。

障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するめの法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員、設備及び運営に関する基準について

（平成 19年月 26日障発第 0126001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
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● 地域移行等意向確認担当者の役割

地域移行等意向確認担当者に求めている主な役割には、以下のようなものがあります。

① 利用者の地域生活への移行に関する意向の把握

② 施設外の障害福祉サービス等の利用状況等の把握

③ 施設外の障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認

④ ①～③により把握・確認した内容を、サービス管理責任者や個別支援会議に報告

⑤ 地域生活支援拠点等又は相談支援事業所と連携し、障害福祉サービスの体験利用や地域生活への
移行に向けた支援の実施

入所者の地域生活への移行や障害福祉サービスの利用等についての意向定期的に確認すること

、その人が望んいる暮しについて理解し、そ個別支援計画に反映させるめ、サービス管理

責任者や個別支援計画作成時の会議へ報告することが求めています。個別支援計画に反映させる

こと、その人が望んいる暮しについて、外部の関係者も含め支援者全員が共通の認識持つ

ことがきます。

※ サービス管理責任者の役割

 入所者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価やそについての入所者の家族

への連絡や報告等、一連のサービス提供全般についての責任持つ

 支援の質維持・向上させるめ、他の職員に対する指導や助言行う

 行政や相談支援事業所等、地域の他機関と連携する

● 地域移行等意向確認担当者の選任

まずは施設において、こうし役割担う地域移行等意向確認担当者選任しましょう。

個別支援会議とも密に連携する必要があるめ、サービス管理責任者が兼任担う場合もあります

が、個別に専任の担当者置いても構いません。すべての入所者の意向適切に確認し、サービス管

理責任者や個別支援会議へ報告することがきる職員選任するようにしましょう。

（２） 地域移行等意向確認等に関する指針の作成

地域移行等意向確認担当者選任することに加え、地域移行等意向確認等に関する指針定めるこ

とも求めています。本マニュアルの内容参考に、以下の内容含め指針作成しましょう。

(ア) 地域移行等意向確認等の時期 参考主な意向確認のタイミング（P.17）

(イ) 地域移行等意向確認担当者の選任方法 参考地域移行等意向確認担当者の選任（P.8）

(ウ) 地域移行等意向確認等の実施方法及び実施体制 参考具体的な進め方（P.10）

(エ) 地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向け
支援の内容 参考各ステップの具体的な支援内容（P.19）

(オ) 地域の連携機関 参考地域移行する場合の関係機関との連携（P.15）
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２. 具体的な進め方

（１） 環境の整備

意向確認進めていく前の準備として、地域移行等意向確認担当者の選任と共に、入所者が日常生

活において適切な支援受けているか、意思の表出がしやすい環境が整っているかについて、いま一

度確認しましょう。

✓ 本人の意思中心とし支援行うこと、日中活動や暮す場所には様々な選択肢があること、重
度の障害があっても地域暮すことがきること等について、法人として意思統一きているか

✓ 法人としての方針や計画職員全員が正しく理解しているか

✓ 本人にとって意思表出がしやすい支援者がいる等、適切な環境が整っているか

✓ 支援者は的確に本人の真意汲み取ることがきているか

✓ 地域資源の把握がきるよう、地域生活支援拠点等の外部機関とも関わり持っているか

✓ 地域連携推進会議活用し、利用者と地域との関係づくりがきているか

ここ挙げ項目については、次の「適切な意向確認がきる支援者の育成」（P.13）、「.地域

移行する場合の関係機関との連携」（P.15）、実践すべき具体的な内容紹介していますの、合わ

せて確認してみてください。

（２） 支援チームの形成

入所者の地域生活への移行や施設外の障害福祉サービスの利用等についての意向的確に把握す

るめに、様々な関係者巻き込むことは欠かせません。地域移行等意向確認担当者が中心となって、

施設内外問わず、その人が普段会っている人や支給決定等に関わる関係者等広く巻き込み、支援

チーム形成しましょう。

● 支援チームの役割

 そぞの立場か本人の意向や希望丁寧に確認する

 家族の意向も確認し、適切なフォローする

 多角的な視点かアセスメントや支援行う

 情報持ち寄り、地域に存在する様々な資源最大限に活用する

 各サービス提供者間の調整により、支援の重複や漏防ぐ

 一人支援するのはなく、チーム支援すること支援者の孤立防ぐ

 暮す場所や通う場所が変わってかも継続して支援すること、本人の生活の安定図る

 地域連携推進会議とは

障害者支援施設やグループホーム等の事業所と地域の関係者が連携して、利用者と地域との関係

築くめの会議体、①利用者と地域との関係づくり、②地域の理解促進、③サービスの透明性・質の

確保、④利用者の権利擁護 のつの目的のめに実施します。

第二十四条の二 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当っては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力行う等の地域との交流図なけばなない。

 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当っては、利用者及びその家族、地域住

民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見有する者並びに市町村の担当者等により構成さる協

議会（テレビ電話装置等活用して行うことがきるものとする。）（以下この条において「地域連携推進会

議」という。）開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況報

告するとともに、必要な要望、助言等聴く機会設けなけばなない。

 指定障害者支援施設等は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以

上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等見学する機会設けなけばなない。

 指定障害者支援施設等は、第二項の報告、要望、助言等についての記録作成するとともに、当該記録

公表しなけばなない。

障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するめの法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十二号）
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● 支援チームのメンバーの例

 本人

 家族まは後見人

 地域移行等意向確認担当者

 施設のサービス管理責任者や本人の担当職員

 相談支援専門員

 医療関係者（かかりつけ医や看護師、リハビリ専門職）

 通っている日中活動系事業所の職員

 支給決定自治体の担当者

 公認心理師や心理カウンセラー

 職業指導員や就労支援に関わる職員

（３） 事前打合せ

本人に対する支援の準備のめに、予め本人以外の支援チーム集まり、本人に関する情報や意向

共有し、現状整理しましょう。事前打合せは、次のような情報集めるようにしましょう。

● 必要な情報

 こまの生活環境や生活史

 幼いころに好きだっもの

 家族関係

 日常生活の様子

 普段関わる人との関係

 嗜好

 判断能力や情報理解の方法

 心理的状況

 意思表出の仕方やそこか読み取る意思

直接関わる職員か本人の意向について共有する場合は、客観的な事実に基づいて説明するように

注意しましょう。もし不足している情報があると考える場合には、情報集めることがきる人

巻き込んだり、時間おいて再度打合せ行うなど、必要な情報が集まるように工夫しましょう。

この事前打合せは、意思決定支援の基本原則やルールの確認、本人への情報提供その他意思決定

支援の具体的な方法の検討行い、支援チームとしての知識や意思統一しておくようにしましょう。

事前打合せしないと、本人が同席する会議支援者の思い本人に押し付けり、強引に本人誘

導してしまっりする可能性があり、本人や支援チームが混乱する恐があります。

ま、入所してか長い時間が経ってか意向が見えてくることもあるめ、こうし打合せや会議

の内容はしっかりと記録に残し、そのとき参加していなかっ関係者あっても、あとか内容把握

することがきるようにしておきましょう。

（４） 意向確認のための「意思決定支援会議」の開催

事前打合せ確認し内容もとに、本人が同席する「意思決定支援会議」開催しましょう。この

会議は、本人の地域生活への移行や施設外の障害福祉サービスの利用等についての意向支援チー

ムが的確に把握するめにとても重要な会議す。

会議行うにあっては、必ず本人の心理的安全性確保すること優先し、意思表出がしやすい

環境行うように気付けましょう。

なお、こうし会議は関係者が一堂に会する必要があるめ、相談支援専門員が行う「サービス担当

者会議」やサービス管理責任者が行う「個別支援会議」と一体的に実施することも考えますが、「意

思決定支援会議」という標題添え、意思決定支援念頭に置い会議あること参加者に認識し

てもうことも有効す。
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（５） サービス等利用計画や個別支援計画の作成

ここまに確認し内容もとに、支援チーム連携してサービス等利用計画や個別支援計画作

成します。意向確認に関する内容について、「意思決定支援計画」として個別支援計画とは別に作成し

ても構いませんし、個別支援計画のフォーマットに意思決定支援に関する項目（本人の意向とその根拠、

意向確認するめの手段、選択肢の提示状況等）追加しても構いません。

地域生活への移行や施設外の障害福祉サービスの利用等についての具体的な意向が見えてこない

場合も、他事業所の体験利用や買い物等の施設外の経験重ねること、本人にとっての選択肢

が増えていき次第に意向が見えてくることもあるめ、そうし施設外の活動行うこと計画に

盛り込むことも効果的す。

● 計画に盛り込むべき情報の例

 本人の目標（長期・短期）、その動機

 本人の希望や嗜好

 意向確認の方法や関係者

 推定さる本人の意思

 意思決定支援が必要な内容

（６） モニタリングと計画の見直し

本人の意思に基づくサービス等利用計画や個別支援計画に沿っ支援が積み重なってき、本人

の様子や生活の変化について把握するとともに、その結果、本人の生活の満足度高めか等につい

て適切に評価し、次の支援に繋げるようにしましょう。

このときもこまの事前打合せや会議と同じように、モニタリングや評価の情報しっかりと記録

に残すようにしましょう。客観的な記録として残しておくこと、その後の支援のめに意向確認す

る際の有効な情報となります。

ま、モニタリングの結果踏まえ、例えば支援の効果が見ないような場合には、支援チーム

その原因検討し、必要に応じて支援の内容変更しり、期間決めて再度同じ支援継続するな

ど、計画見直しましょう。計画の見直しにあっては、この期間本人の生活環境に変化がなかっ

かについても慎重に確認し、合わせて直近の本人の意向についても丁寧に確認し上見直しの内容

検討するようにしましょう。
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３. 適切な意向確認ができる支援者の育成

（１） 法人としての考え方の共有

支援チーム組成して支援にある中も、特に本人と直接関わる時間が多いのは、施設の職員の

みなさんはないしょうか。そうし日頃か本人と過ごす時間が長い職員のみなさんが意向確認

のめの知識や心構え、とりわけ意思決定、自己決定には体験・経験の積み重ねが不可欠あるとい

うこと的確に理解しておくことは、何よりも重要す。加えて、関わる支援者によって考えや対応に

大きな差が出ないよう、意識や認識統一しておくことも重要す。

そのめに、入所者の地域生活への移行や障害福祉サービスの利用等についての意向的確に把

握するめの方針について、施設や法人全体しっかりと共有しておくようにしましょう。

● 具体的な取組の例

 基本的な理念や倫理等の意思決定支援等に関する研修定期的に実施する

 毎日の朝礼意思決定支援ガイドライン等の読み合わせ行う

 意向確認の具体的な手法やコミュニケーション技術に関する研修実施する

 外部講師や当事者招い研修や講演会実施する

 研修学んだ内容別の職員へアウトプットする場設け、職員同士の学び促進する

 経験豊富な先輩職員が経験の浅い職員サポートし、実践的な知識や技術伝える体制作る

 職員同士フランクに支援について話し合う場設ける

 職員研修として別の施設やグループホームに見学に行く

ま、法人としての考え方職員に広く共有するめには、組織内の全員にとっての心理的安全性

が確保さていることも重要す。職員同士が自分の意見や質問率直に表し、入所者のめに必要

な支援について皆活発に議論きる環境整えましょう。

＜意思決定支援ガイドラインの読み合わせ＞

なかなか各自読み込む時間が取なかっり、読んも忘てしまうこともあるめ、毎

朝の朝礼、国の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の読み合わせ

行っています。全職種が参加する朝礼の中ガイドラインの本文と補足情報伝えること、

職員間の意識向上目指しています。

事
例
紹
介

＜グループホームの職員研修の実施＞

職員研修の一環、地域移行に熱心なグループホーム毎年訪問しています。自分の施設

は当り前にしていことがグループホームは当り前はなかっり、重度の人もグルー

プホーム暮している様子目の当りにしりすること、職員の意識が変わってきよ

うに感じます。

事
例
紹
介
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（２） 意向確認に必要な技術や知識

本人の意向的確に把握するめには、様々な技術や知識が必要す。次のようなスキル身に付

け、より良い支援に繋げるようにしましょう。

● 意向確認に必要な知識やスキルの例

 障害特性と配慮すべき点についての知識

 障害福祉制度やサービス利用についての知識

 近隣の障害福祉サービス事業所等の情報や関わり

 本人の意向やその実現のめのステップの設定・評価方法

 多様なコミュニケーション手段活用スキル

— 非言語的手段（絵カード、ジェスチャー、コミュニケーションボード等）

— 手話や点字等、特定の障害に応じコミュニケーションスキル

 本人の話注意深く聞き、共感示しなが理解する傾聴のスキル

 本人の意向や希望引き出すめの質問のスキル

（３） 支援者が抱きやすいマインド

日頃か本人と直接関わることの多い施設の職員のみなさんは、無意識のうちに次のような考え

持ってしまうことがあります。こうし考えは、時に本人の意向誤って受け取ってしまっり、そもそ

も意向汲み取ることがきなくなっりしてしまいます。日頃の支援の中こうし状況が生まて

いないか、定期的に振り返るようにしましょう。

● 支援者が抱きやすいマインドの例

 施設での生活を安定させることが目標になってしまう

施設生活が安定していると、そ持続させることが目標になってしまう場合があります。本人

に、施設以外の生活経験がないと、職員もそ以外の生活選択肢として考えなくなる場

合もあります。施設以外の生活体験することにより、その場の生活本人が望んいるの

はないかと実感することがき場合、本人の意思として考えることがきるようになります。

➡ 人は体験の中経験増やし、その中か選択きるようになります。本人が選択きるよ

う体験する機会用意きているか考えてみましょう。ま、もし自分が入所者だっ場合、

施設の集団生活ずっと続けいと思うか、一人暮しにチャレンジしてみいと思うか

等について考えてみるのも良いしょう。

 施設からグループホームでの暮らしや一人暮らしに移行するのは無理だと思ってしまう

支援者側が本人に対して、障害が重いなどの理由、グループホームの暮しや一人暮し

するのは不可能だと思いこんしまうことがある

➡ 継続的な支援により少しずつきることが増えていく可能性もありますし、重度の障害があ

っても一人暮ししている方はくさんいます。施設にいながもグループホームの暮

し想定して、限スペーストイレ介助や入浴介助行ってみるなど、日頃の支援か

工夫きること探してみましょう。

 近隣に入れるグループホームがないのだから、希望を聞いても意味がないと思ってしまう

体験利用しり移行目指しりすることがきる近隣のグループホーム等に空きがなく、移行

しいかどうか確認しところ実現きないの、意味がないと思ってしまう

➡ 相談支援事業所や行政と密に連携し、近隣のグループホームの空き状況把握しり、少し

エリア広げて体験利用がきるグループホームがないか探してみましょう。ま、実際の移

行が難しかっとしても、「まに料理作ってみい」というような施設の生活の中も実

現きる意向が見えてくることもあります。ま、地域に入居きる適切なグループホーム等

がない状況が長期にわって続いている場合、地域の事業者等と協力して（自立支援）協議

会等、行政に働きかけることや市町村障害福祉計画の数値目標に反映させることも重要す。
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４. 地域移行する場合の関係機関との連携

自分ちの施設や法人だけは得ない情報もくさんあるめ、入所者の意向的確に把握す

る上は、地域の関係機関と連携することも大切す。地域移行進めていく場合には、施設退所後も

本人が健康維持し望んだ生活が送るよう、施設以外の関係機関とも連携しておくことが必要不可

欠す。

しかしなが、関係機関やその担当者の考えによっては地域移行に消極的なこともあり、地域移行に

向け関係機関側の積極的な関与期待することは難しい場合もあります。地域移行が本人の希望

あることや、そ実現することの価値関係機関と丁寧に共有し、関係機関と一体感もって支援

が進めるようにしましょう。

（１） 関係機関と連携すべき場面
 ＜意向の確認本人の生活歴や嗜好に関する情報の収集

行政や医療機関、教育機関等と連携し、本人のこまの生育環境か現在に至るまの過
程把握すること、好きな場所や活動、望んいる生活等についての情報集めましょう。

ま、現在通っている日中活動の事業所や就労先、相談支援専門員等とも連携し、日頃の様
子や興味関心、今後の意向等について確認しましょう。

 ＜移行に向けた支援グループホームや一人暮らしの体験

行政や計画相談支援事業所、地域の障害福祉サービス事業所と連携して、まずは地域にある
資源把握しましょう。その後、本人に地域移行の具体的なイメージ持ってもうめ、各
機関と調整して体験利用や見学等の機会作りましょう。

 ＜移行に向けた支援移行後の生活に必要な支援の確認

行政や計画相談支援事業所、地域の障害福祉サービス事業所や地域生活支援事業所と連携
して、移行後の生活に必要な支援確認し、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、自立生活
援助、移動支援等、新に必要なサービスがあば利用申し込みしましょう。
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【※ 想定さる主な障害福祉サービスの例】

◆ 地域移行支援
一人暮し等への移行実現させるめに必要

な支援の提供

（地域移行計画の作成、体験機会の調整、住居の

確保、生活スキル獲得の支援等）

◆ 自立生活援助
一人暮し等の地域生活安定させるめに必

要な支援の提供

（定期的な居宅訪問、生活環境の整備等）

◆ 地域定着支援
安定し地域生活の維持のめに必要な支援の

提供

（連絡体制の確保、緊急時の支援等）

◆ 共同生活援助（グループホーム）
夜間や休日、共同生活行う住居、相談、入浴、

排せつ、食事の介護、日常生活上の援助行う

◆ 生活介護
常に介護必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、

食事の介護等行うとともに、創作的活動又は生

産活動の機会提供する

◆ 就労継続支援 A型・就労継続支援 B型
一般企業等の就労が困難な人に、就労の機会

提供するとともに、能力等の向上のめに必要

な訓練行う

◆ 居宅介護
自宅等入浴、排せつ、食事の介護等行う

◆ 重度訪問介護
重度障害者に対し、自宅等入浴、排せつ、食事

の介護や外出時の移動支援行う

（２） 連携することが想定される関係機関と地域移行における各機関の主な役割

● 支給決定自治体（市町村）

✓ 必要なサービスの支給決定

✓ 地域資源の提供や整備

✓ 継続的なモニタリング

✓ 地域生活支援拠点等と連携し緊急時の対応

● 地域生活支援拠点等

✓ 拠点コーディネーターによる地域の連携体制の構
築や入所者の意向確認

✓ 体験機会の設定

✓ 専門的人材による支援体制の確保

✓ 緊急時の対応

● 計画相談支援事業所/障害者相談支援事業所/

基幹相談支援センター

✓ 関係機関の連携のコーディネート

✓ サービスの調整や相談、その他必要な支援

✓ サービス等利用計画の作成やモニタリング

✓ 生活歴や嗜好等、本人に関する情報の提供

✓ 地域資源の紹介と調整

✓ 地域移行後のフォローアップ

● 利用する障害福祉サービス事業所 ※

✓ 体験機会の提供

✓ 受け入準備と環境の整備 等

● （自立支援）協議会

✓ 関係機関の連携のコーディネート

✓ 支援人材の養成

✓ 地域における地域移行等の課題について議論し、
社会資源の開発等の解決策検討

✓ 必要に応じて都道府県協議会とも連携し、広域的
な支援検討

その他、強度行動障害がある方の支援には広域的支援人材とも連携するなど、地域資源うまく活

用し支援進めていきましょう。



17

第４章 個別の意向確認のステップ

１. 主な意向確認のタイミング

（１） 施設に入所したとき

新に入所するときには、入所の目的確認するとともに、こまの生活史や家族関係、嗜好や意

思表出の仕方等、本人についての様々な情報得るようにしましょう。

入所し当初は施設の暮しに慣ることが一番の目標になることが考えますが、次第に施

設外の活動の機会作り興味関心広げていくことについて、予め本人や家族等の了解得るよう

にしましょう。

（２） 個別支援計画を作成するときやモニタリングを行うとき

個別支援計画作成するときや、モニタリング行う際には必ず本人の意向確認するようにしま

しょう。このとき、意向確認しときの内容（意向確認の方法や行っ環境、把握し意向等）につい

てしっかりと記録に残し、そのとき参加していなかっ関係者あっても、あとか内容把握するこ

とがきるようにしておきましょう。

モニタリングの機会通じて定期的に意向確認行い、その記録積み重ねておくこと、長期的な

意向の変化確認することがきます。

（３） 体験利用や見学に行ったとき

グループホームの体験利用や別の日中活動の体験行っとき等、日常生活とは異なっ体験し

ときには、その体験か数日以内目安として、感想や今後の意向確認するようにしましょう。こ

により、本人がどのような生活や支援望んいるか把握し、次の機会の設定に役立てましょう。

もし体験利用拒否する様子やネガティブな反応見せ場合にも、場所や内容変えること前向

きに取り組めるようになることもあります。一度うまくいかなかっとしても、その原因探り、新な

体験の場提案してみましょう。

日頃あまり施設の外に行く機会がない場合も、施設内の行事の際に感想や今後の意向確認し、

本人の意向把握する機会定期的に作るようにしましょう。ま、地域のスーパーへの買い物や散髪

等の機会施設外に行くことがあば、同じように感想や今後の意向聞き、新な施設外活動に繋

げるなど、多くの選択肢提示するめの工夫行いましょう。

（４） 日頃の支援のなかでも随時気にかける

生活に関する意向は、普段の生活のふとしタイミング表出さることもあります。日頃の支援の

中もこかの暮しについての意向と思えるような言動があば、些細なことも記録しておくよ

うにしましょう。そして、そうし記録が複数集まってき、複数の支援者話し合っり、確かめる

ような質問してみりして、本人の真意探っていきましょう。

本章は、入所者に対する個別の意向確認に関する支援について説明します。とえ同じよう

な障害があっとしても、生育歴や在所期間、その人の持つ性格等の様々な因子によって、適切

なアプローチ方法は異なります。一人ひとりに応じ方法支援進めるようにしましょう。

ま、幼いころか施設暮している方のように、施設以外の場所の暮し想像きな

い場合も多くあります。別の日中活動事業所に見学に行っり、グループホーム泊体験利用

しりするなど、施設外の暮しや普段と違う活動複数回体験し上、新しい暮しや

活動希望するかどうか、定期的にその時点の意向確認するようにしましょう。



18

２. 意向確認のステップ

本人の意向が明確ない場合、思っている意向うまく表現きていないこともあば、そもそも

本人が意向が持てていないこともあります。ここは、意向確認やその後の意向の実現支援する

めのステップ紹介します。地域移行等に関する意向確認においても、意思決定支援のプロセスと同じ

ように、次のつのステップ進めていきましょう。

次の「3.各ステップの具体的な支援内容」は、そぞのステップの具体的な支援内容具体

的な事例と共に紹介しています。真似きそうなものか支援に取り入てみましょう。

なお、各ステップに要する期間には個人差がありますが、とりわけ体験・経験の積み上げ丁寧に行

うようにしましょう。

ステップ

意思表明
の支援

ステップ

意思形成
の支援

ステップ

意思実現
の支援

適切な情報、認識、環境の下の意思形成のめの支援

✓ 体験・見学等の機会の設定

✓ ピアサポート等による詳しい情報の提示 等

形成さ意思適切に表明・表出するめの支援

✓ 複数の機会、方法による意思の確認

✓ 安心して意思表すことがきる環境の整備 等

本人の意思日常生活・社会生活に反映するめの支援

✓ 長期的な目標実現するめの短期的な目標の設定・進捗管理

✓ 必要なスキル習得の支援 等

Point
その意思が本人の真意かどうか丁寧に確認すること
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３. 各ステップでの具体的な支援内容

（１） ステップ１  意思の形成のための支援

意向確認する前提として、本人が複数の選択肢知っていて、そについての意思持っている

ことが必要す。施設の暮しが長かっり、こまに意思表出する機会がなかっりする場合、

そもそも他の選択肢知なかっり、意思表しづくなっている可能性があります。その場合には、

次のような支援行うこと興味関心広げ、意思や選好の形成・表出促すようにしましょう。

ま、様々な支援通じて選択肢広げていくと同時に、場合によってはそぞのメリットやデメ

リットについても伝えること、選択する際に参考となる情報も伝えるようにしましょう。

● 様々な体験による動機付け支援

何よりもまずは、見学しり体験しりすること、実際に様々な暮しの場所や日中活動があるこ

と知ってもうことが必要不可欠す。定期的に施設の外に出て、施設の中はきない活動し、

施設外の人と触合う機会もくさん作るようにしましょう。外の活動日頃の様子とは異なる反応

示すことがあば記録しておき、少しずつ興味関心探っていきましょう。

とえばグループホームへの意向目指すものの環境の変化が苦手な場合、はじめは食事だけグル

ープホームし、次は食事と入浴グループホームしてみる、というように徐々にグループホーム

の滞在時間増やしていくこと、移行に前向きになっていくこともあります。施設の行事として、近

隣のグループホームの見学会実施し、実際の暮しぶり見り、利用者か話聞いり、地域の

活動に参加する機会設けるのも良いしょう。

● ピアサポートを行う

同じ経験や思い抱え当事者によるピアサポートは、地域移行等の意向確認においても非常に効

果的す。過去に施設かグループホームへ移行し人が地域にいる場合、移行するまの具体的な

ステップやそのときの思いについて、その人に話聞く機会設けてみましょう。もし移行先が近隣の

グループホーム等ある場合、現在の生活の様子見学することがきると、より具体的なイメージ

持つことがきるの効果的す。

● 選択肢について良い点、悪い点を説明する

良い面、悪い面理解しうえ選択してもうめに、選択肢示すときには、その選択し場

合に起きそうなこと悪い点も含めて説明するようにしましょう。例えばグループホームに移行するこ

と検討する場合、Aのグループホームと Bのグループホームの良い点、悪い点比べり、グループ

ホームに移行することとこのまま施設暮すことの良い点、悪い点比べりすること、より意向

に近い選択肢探っていきましょう。

＜グループホームの見学会の開催＞

施設の行事として、定期的にグループホームの見学会実施しています。実際に入所施設か

移行し方か話聞いり、生活の様子見せてもうこと、グループホームへの移行に

興味持つようになっ入所者も多くいます。

事
例
紹
介

＜暮しの体験＞

施設の空いてい棟使い、グループホームの暮しや一人暮しのような体験がきる

場所作り、全入所者に体験してもっています。施設の支援とは異なり利用者の好きなタイ

ミング食事や入浴がきるめ、ゆっりとし時間過ごすことがき、一人ひとりの表情

や希望汲み取りやすい環境がきています。

施設の職員もローテーションその棟の支援にも入るようにしているめ、施設の暮

しとは全然違っ表情見て、職員の地域移行に対するモチベーションも上がっています。

事
例
紹
介
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（２） ステップ２  意思の表明のための支援

入所者一人ひとりの希望やニーズ正確に把握するめに、次のような様々な工夫によって本人の

意思表明の機会設けましょう。

● 定期的に面談する機会を作る

定期的にストレスのないリラックスし環境自由に話せる場提供すること、意思表出促しま

しょう。意思表しやすい環境整えること、自立心や自己決定能力育み生活の質向上させるこ

とがきるほか、自分の意思聞いてもえという安心感作り、信頼関係築くことにも繋がりま

す。時間の経過や環境の変化に応じて意向は変わっていくこともあるの、面談の際には過去の意向

とは異なる意向が見えてくる可能性があること必ず念頭に置きましょう。

● ２つ以上の複数の選択肢から選んでもらう

意思がなかなか表出さない場合も、選択肢提示してそこか選んもうこと、より好むも

の探っていくことがきます。複数のおやつの中か好きなもの選ぶ、というように日頃の生活

の中か本人の意思に沿って好きなもの選び、そ周りが認めるという経験積めるようにする

と良いしょう。

● コミュニケーションツールを活用する

絵や写真が書かカード、コミュニケーションボード、タブレット端末等の補助的なコミュニケーシ

ョンツール使用して、意思の表出サポートしましょう。

● 日常の様子を記録し、選好の収集を続ける

日常の行動や反応観察し、定期的に記録すること、入所者の好みや希望把握しましょう。記録

が積み重なってき、同じような行動や反応とそのシチュエーション数えて分析してみること、

一定の傾向が見えてくることがあります。ま、その様子多くの関係者に的確に伝えるめ、写真や

動画使って記録残すことも有効す。

＜記録の工夫①＞

施設外のところへ体験に行っ時の報告シートに、「出かける前」、「体験中の様子」、「帰って

き時、その後」の写真添付する欄作り、文字以外も体験の様子残すようにしていま

す。一緒に体験に付き添っ職員あば、そのときの表情や言動の変化感じることがき

ますが、その様子その場にいなかっ他の職員や家族、相談支援専門員等の関係者に共有す

るのにとても役立っています。

事
例
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＜記録の工夫②＞

強度行動障害がある方の支援は、パニックや不穏な状態点数化し、回数×点数やそのと

きの状況（対応し支援員、体調、時間帯、天候等の様々な情報）細かに記録し、データ積

み上げています。原因特定するまに時間がかかることも多いものの、少しずつ傾向が見え

てきており、そもとに本人の好む環境整えること不穏な状態になる回数や入院日数の

減少等が見ています。

こうし客観的な数字により、状態がよくなっていることや本人の好む具体的な環境示す

ことがき、家族や支援者にとっても次のステップ考え始める後押しになっています。

事
例
紹
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（３） ステップ３  意思の実現のための支援

本人の意向が確認出来、実現に向け支援行いましょう。次のような支援の具体例参考に

しなが、一人ひとりのニーズに応じ具体的なサポート提供し、彼が安心して自分しい生活

送ることがきる環境整えていきましょう。

● 目標の設定と進捗を管理して共有する

意思の実現支援するめには、本人取り巻く関係者が共有の認識持つことがとても重要す。

そのめに、明確な目標設定し、達成に向け進捗記録しておくようにしましょう。一人暮しし

てみいという目標定め、その目標達成するめのステップとなる短期的な目標（例「一人

買い物に行けるようになる」等）も設定してみましょう。もしくは新な日中活動始める場合、体験

機会設けるとともに、その活動場所に通うめの手段について関係者と相談するなど、意思の実現

のめの支援も必要す。

支援進めるなか目標に対する達成状況本人も交えて定期的に振返り、その内容関係者と共

有し、長期的な目標達成に向け協力体制構築しましょう。

● 目標達成に必要なスキルの習得を支援する

「施設か出て一人暮ししてみい」という目標の場合、そ実現するめには、一人暮し

するめに必要な生活のスキル身に付けり、自分の意思買い物等の外出しり、支援が必要

なときには自分かお願いするということも必要す。日中活動の中家事の練習しり、休日に

公共交通機関使って外出しりするなど、施設にいながも一人暮し想定し活動行うこと

、きること少しずつ増やしていきましょう。ま、自分ひとりは難しいものについては、関係機

関と相談しながホームヘルプサービス等の活用検討してみましょう。

● 社会参加の機会を作る

一人暮しする場合、施設の暮しに比べ、社会の人々と関わる機会が大きく増えます。地域の

ルール守って暮し、近所のお店に買い物に行っり地域のイベントに参加しりすること、人間

関係も大きく広がっていきます。施設の職員がいる中の人間関係とは違い、自分一人様々な人と

関わっていくことになるめ、そうし生活見据え、施設にいるうちかボランティア活動や地域の

イベントに参加するなど、積極的に社会参加の機会持つことが大切す。

● 地域資源の確保について地域を挙げて取り組む

施設かグループホームの暮しや一人暮しに移行しいと考え入所者がいても、地域に入

居きる適切な空き部屋がないこともあるかもしません。そうし状況が長期にわって続く場合、

（自立支援）協議会の場通して地域の事業者等と協力し社会資源整備することや、行政に働きかけ

地域の障害福祉計画に盛り込むよう要望するなど、地域資源作っていくことも検討しましょう。

＜目標設定とその進捗管理の工夫＞

個別支援計画作成する前段階として、課題整理表作成しています。課題整理表の中に

は、「好きな活動/苦手な活動」、「本人の希望とその根拠」、「家族か見本人の希望」、「年後

の姿」等の項目入ており、客観的な視点踏まえ本人の希望や長期的な目標関係者間

も共有きるようにしています。

事
例
紹
介



22

（４） 真意を把握するための工夫

一見本人が自の意思表明しているように見えても、そが真意はない可能性もあります。もし

本人が表明し意思がこまのものと合致していないように思わる場合には、次のような支援

行い、そが本人の真意あるかどうか確認してみましょう。

● 別の表現に変えて聞いてみる

言語によるコミュニケーションが得意ない人の場合、同じ質問も主語や表現変えて聞いてみ

り、別の具体例使っりして聞いてみましょう。

● 別の支援者が聞いてみる

日頃よく関わる職員が聞くのと別の職員が聞くのは、答えが異なることもあります。複数の職員か

聞いても同じ意向なのか確認するようにしましょう。ま、そが本人の真意かどうかについて職員

同士話し合い、様々な視点か確認し意向あること記録しておくことも大切す。

● 短い期間で確認を済ませず、継続して意向を確認する

意向は回確認し終わりはなく、置か環境や起こっ出来事、時間の経過等の様々な要因

か次第に変わっていくものす。ま、障害特性によっては、周りの人になかなか意向が見えてきづ

い場合もあるかもしません。意向確認は継続して行っていくもの、回の意思表出だけ本人の

真意が確認きと思わないよう、気付けましょう。

● 毎日の支援を詰め込みすぎないように気を付ける

職員がその日の支援の終わりに日振返っとき、入所者の様子あまり覚えていないというこ

とはないしょうか。入所者の様子思い出せないということは、その人のことちゃんと見る時間が

取ず、ちょっとし言動や表情の変化に気付けなかっ可能性があります。そうし日が続いてしま

う場合、支援のスケジュールや体制見直し、入所者一人ひとりに向き合う時間少しも確保きる

ように工夫しましょう。

＜支援スケジュールや重症心身障害の方の支援の工夫＞

重症心身障害の方の場合、ちょっとし目線の動きや発声思い伝えてくるめ、支援

職員が手一杯になないよう、本人と向き合う時間取るように気付けています。ま、

日中活動のクッキー作りは、補助しながどんな作業の時に力が入っているのか観察して好

きな作業探っり、匂いに反応する様子好きな匂い探っりするようにしています。

重症心身障害の方のように言語や明かな行動によるコミュニケーションがきない方

あっても、朝起き瞬間か意思表出していると考え、ちょっとし目線の動きや反応見

逃さず、反応が見職員同士共有して理解深めるようにしています。

事
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４. 家族との連携

（１） 本人の様子や意向の共有

上記のような体験の中本人の意向が変わっていっ場合、その様子適切に家族にも共有するこ

とが必要す。施設に入所し当初、家族の多くは施設の生活が安定すること目標としており、生

活が安定してかは現在の暮し変えることには消極的になりがちす。

一方、施設外の体験しこと、本人の様子や意向に明かな変化が生じることもあります。

その場合、家族にも具体的な変化の様子共有すること、本人の望む暮し理解してもう必要

があります。

共有する際には、文字による支援記録見せるだけなく、立ち会っ支援者のコメントや体験し

時の様子写真や動画伝えることも効果的す。ま、体験の場に家族が立ち会う機会設け、実

際に本人の様子見てもうこと家族の意向にも変化が生じることがあります。

（２） 目標に向けたステップアップの様子の共有、不安や疑問の解消

例えば、本人がグループホームへの移行希望し、そに家族が反対しているような場合、グループ

ホームへの移行に向け取組の状況やグループホームの生活の具体的な様子についての情報共

有していくこと、だんだんと家族の意向も変化していくことがあります。

グループホームの暮しは、食事の内容や時間、就寝時間や余暇の過ごし方等、自分決めるこ

とがくさんありますが、そうし生活のすべて自分ひとり行わないといけないというわけは

ありません。本人がひとりきることが多くないと家族が考えている場合、家族は地域移行に消極

的になるかもしません。すが、実際のグループホームの暮しは、ひとりきないことや困っ

ことがあば世話人等による支援受けることがきます。

ま、グループホームの暮し見据え、施設暮すなか家事や金銭管理等、自分きるこ

と少しずつ増やしていくという支援も考えます。家族が移行に消極的な場合には、その理由丁

寧に聞き取り、不安や疑問解消するようにしましょう。

なお、地域生活への移行等について、本人と家族のあいだ意見の一致が見ない場合もありま

す。こうし際には、家族の思いや考え丁寧に聴くことが大切す。家族の思いや考えの背景には、

家族自体が何かの課題（家族の疾病・障害、そに伴う介護の課題、経済的困難、家族内の本人の

意向に対する考えの不一致 等）抱えている場合もあります。このような課題が明かになっ際は、

基幹相談支援センターや地域包括支援センター、その他行政等の関係機関との連携図る必要があり

ます。
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（３） 家族同士のピアサポートの実施

施設の職員か家族に対してグループホーム等の地域移行について説明すると、家族によっては

「施設か追い出さるのはないか」と心配することもあります。そのようなケースは、先に地域移

行が上手くいっ元入所者の家族の話聞く機会作ることも効果的す。

実際の事例は、施設か同法人のグループホームに移っ利用者の家族が、移行検討している

別の入所者の家族と話する機会があり、施設か出ることによる不安や実際にグループホームに移

行しことによる本人の様子の変化等について赤裸々に話し、移行予定の入所者の家族の意向が大

きく変わっケースがありまし。ま、直接話する機会作るのはなく、インタビュー動画撮影

し、そ入所者の家族に見せている事例もありまし。

ま、施設の退所にあっては、「もし移行先になじめなかっ場合、どこにも入てもえないの

はないか」という心配する家族が多く、その心配和げるめ、施設によってはその場合は再入

所がきるように調整すること約束することもあります。しかしなが、本マニュアル作成にあっ

てヒアリングし複数の施設は、グループホームに移行し方実際にすぐに元の施設に戻ってきて

しまっというケースはなく、どの方も移行後の暮し楽しんいるそうす。

（４） 地域移行等の事例の紹介

入所者の家族会や家族へのお便りなどの機会活用し、実際に施設か地域生活に移行し事例や、

本人の希望に沿って新な日中活動始め事例等紹介すること、家族の意向に変化もす

ことも期待きます。

幼いころか長期にわって同じ施設暮している場合、他のところ暮すということ家族

も想像きていないことが多いめ、家族会の際にグループホーム等の見学行うなど、実際に家族

が地域の暮し想像きるような機会設けることも効果的す。実際の事例も、グループホ

ームの見学に行って自分の子供と同じような障害がある方が暮しているの見て、両親の意向が大

きく変化しということがありまし。

地域移行後の暮しについて、良い面だけなくさまざまな場面想定してその対応策示しり、

移行後もチーム見守っていく姿勢示しりすることが家族の安心につながります。

＜家族同士のピアサポート＞

同法人のグループホームへ先に移行し利用者の家族か、次に移行予定している家族

へ話する機会があり、不安や移行してかの様子等について様々なお話しそうす。

はじめは移行にいする不安が大きかっようすが、身近な事例聞いこと家族の

気持ちも前向きになっていきまし。施設の職員は伝えきなかっことについて、同じ立

場の家族同士が話する機会はとても有効だっように感じています。

事
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第５章 その後の支援

１. 意向確認のその後の支援

（１） 意向確認の結果、地域移行への意向がみえた場合

グループホーム暮すことや一人暮しすることのような地域移行に関する意向が見えてき

場合、次のような手順本人の意向の実現支援しましょう。

✓ 意向が本人の真意かどうか丁寧に確認する

✓ 移行先の候補となる事業所等の見学、体験利用複数回行い、移行先決める

✓ 地域移行支援事業所（次の地域移行支援事業所等の役割（P.26）説明）と連携し、地域移行支援
計画作成する

✓ 本人とりまく支援者や家族とも情報共有し、懸念があばつずつ解消する

✓ 移行に必要な手続き（支給サービスの切り替えや新規申請等）行う

無事に移行し後は、生活が安定するまは移行先と適宜連絡取り、必要に応じて入所時の様子

共有しり関係者紹介するなど、フォローするようにしましょう。

（２） 意向確認の結果、新たな日中活動への意向がみえた場合

新な日中活動への意向が見えてき場合、次のような手順本人の意向の実現支援しましょう。

✓ 意向が本人の真意かどうか確認する

✓ 候補となる事業所等の見学、体験利用複数回行い、利用開始の目途立てる

✓ 計画相談支援事業所と連携し、サービス等利用計画変更する

✓ 本人とりまく支援者や家族とも情報共有する

✓ 必要な手続き（支給サービスの切り替えや新規申請等）行う

新な活動が始まってしばくは不安定な状態が続くこともあります。生活が安定するまは、昼夜

ともに注意深く見守るようにしましょう。

（３） 意向確認をしても、本人の意向がみえてこない場合

様々な支援行っても、なかなか本人の意向が表出さない場合もあります。実際に地域移行行

っ事例の中には、何度も体験利用し、何年もかけて意向確認していっケースもあります。数か

月や年ほどは意向が見えてこないことも多くあるめ、「.各ステップの具体的な支援内容

（P.19）」等も参考に、支援の方法工夫しなが根気強く意向探っていきましょう。

ま、様々なところへ見学や体験に行っ結果、「生活の変化望まない」というのも本人の大事な

意向の一つす。その場合も、変化望まない理由聞いてみること、人間関係の変化や災害時

のことなど不安に思っていることが何か分かることもあります。「○○しい、も△△が不安だ」とい

う真意が見えてき、不安なこと取り除く支援がきないかどうか、関係者と話し合ってみましょ

う。

最後に第章は、様々な支援続け結果、本人の意向が見えてきどのように進めてい

けば良いか、もしくはなかなか本人の意向が見えてこない場合にどうし良いかについて紹

介します。
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２. 地域移行支援事業所等の役割

障害のある方の地域生活への移行サポートする障害福祉サービスとして、地域移行支援・自立生

活援助・地域定着支援があります。

施設において入所者の地域生活への意向が確認き場合、行政機関や近隣の地域移行支援事業

所と協力して、地域移行に向け準備進めていきましょう。ま、グループホームか一人暮しに

移行し場合には、自立生活援助や地域定着支援利用すること、地域生活の不安軽減すること

がきます。

入所者の意向確認する際には、施設かグループホーム、グループホームか一人暮しのように

各段階支援受けることがきることについても、十分説明するようにしましょう。

＜各サービスの主な役割＞

 地域移行支援  施設か地域移行目指す方への住居の確保や生活支援、同行支援

 自立生活援助  施設やグループホームか退所し、一人暮し始め方への訪問や相談支援

 地域定着支援  地域暮す方への連絡体制の確保や緊急時の支援

図 1障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて1

1厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000998221.pdf
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第６章 Q&A

Q. なぜ意向確認するのすか。

A. 意向確認する必要があるのは、障害の有無や程度にかか

わず誰もが持っている意思きる限り的確に把握し、本

人の希望の実現目指すめす。

Q. なぜ地域移行するのすか。

A. 地域移行進めるのは、障害があっとしても誰もが自分の

希望する地域自分しい生活送ることがきるようにす

るめす。

Q. 重い障害がある場合、地域移行

は難しいのはありませんか。

A. 重度障害者や医療的ケアが必要な人も、単身地域暮

している人はいます。訪問系や日中活動系のサービスう

まく活用し、本人が希望する実現可能な暮し考えてみま

しょう。

Q. 本人が「施設にいい」と言って

いるの、このまま良いす

か。

A. 様々な選択肢提示し見学や体験の機会十分に設け上

の意向あば、本人の意向尊重しましょう。しかし、意

向は変わり得るの、その後も定期的に確認するようにしま

しょう。

Q. 意向確認はいつすば良いす

か。

A. 入所時やモニタリング時、見学や体験し時はもちろん、

日頃か意向確認するように心がけましょう。詳しくは主

な意向確認のタイミング（P.17）解説しています。

Q. 本人が地域移行に不安感じて

いる場合、どのようにサポート

すばよいすか。

A. 不安に感じている内容聞き取り、そ一つずつ解消して

いきましょう。見学に行ってそこ暮す人の話聞いてみ

るなど、実際の様子知るめのピアカウンセリングも効果

的す。

Q. 家族が反対している場合、地域

移行はきないのはありませ

んか。もし上手くいかなかっ

どうなるのしょうか。

A. 地域移行進めるにあり、家族による協力得ることはと

ても大切す。反対する理由聞いり、似ような先行事

例紹介し家族同士話す場設けるなど、理解得る

よう工夫してみましょう。詳しくは家族との連携（P.23）解

説しています。

Q. 地域移行目指す場合、どんな

人と協力すば良いすか。

A. 支給決定する自治体やサービス等利用計画作成す

る相談支援事業所、地域生活支援拠点等、関係しうる

様々な人巻き込み、チーム進めていきましょう。詳し

くは地域移行する場合の関係機関との連携（P.15）具

体的に例示しています。

Q. 地域移行してかもフォローア

ップが必要すか。

A. 人によって様々すが、地域生活に慣るまは移行先の支

援者や相談支援事業所と連携するようにすると良いしょ

う。
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